
 

太田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

              太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市規則第３７号 

 

太田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規

則の一部を改正する規則 

太田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

（平成１７年太田市規則第６７号）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項及び第１０条第２項中「在職した」を「勤務した」に

改める。 

第２３条第１項第１号中「１００分の１２４以上１００分の３１５」

を「１００分の１２５．２５以上１００分の３１８．７５」に、「１０

０分の１４８以上１００分の３７５」を「１００分の１４９．２５以

上１００分の３７８．７５」に改め、同項第２号中「１００分の１１

２．５以上１００分の１２４」を「１００分の１１３．７５以上１０

０分の１２５．２５」に、「１００分の１３３．５以上１００分の１４

８」を「１００分の１３４．７５以上１００分の１４９．２５」に改

め、同項第３号中「１００分の１０１」を「１００分の１０２．２５」

に、「１００分の１２１」を「１００分の１２２．２５」に改め、同項

第４号中「１００分の９２．５」を「１００分の９３．７５」に、「１

００分の１１１．５」を「１００分の１１２．７５」に改め、同条第

２項第１号中「１００分の８７．５以上１００分の２６２．５」を「１

００分の８８．７５以上１００分の２６６．２５」に改め、同項第２

号中「１００分の７７．５」を「１００分の７８．７５」に改め、同



 

項第３号中「１００分の７１」を「１００分の７２．２５」に改める。 

第２３条の２第１項第１号中「１００分の５１．５」を「１００分

の５２．７５」に、「１００分の６１．５」を「１００分の６２．７５」

に改め、同項第２号中「１００分の４８」を「１００分の４９．２５」

に、「１００分の５８」を「１００分の５９．２５」に改め、同項第３

号中「１００分の４６」を「１００分の４７．２５」に、「１００分の

５６」を「１００分の５７．２５」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


